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［第２回WGでのご意見］
 ベンチマークの評価対象外となる範囲も含めた大学全体の省エネ促進について

附属病院等のエネルギー使用量に大きく影響を与える施設をベンチマークの評価範囲外とすること
については、指標の公平性の観点から賛成。一方で、「評価対象施設の省エネだけ頑張ればよ
い」というメッセージにもなりかねないため、評価対象外の範囲も含めた大学全体の省エネを促
すよう、制度発信のときには留意すべき。

［参考］大学のベンチマーク指標

第２回WGにおいて大学のベンチマーク指標として、学部系統別の要素を加味し、文系、理系、医系、その他学部の
全ての面積を要素とした重回帰指標案⑤を了承頂いた。



（参考）ベンチマーク指標の検討対象範囲
 ベンチマーク指標の検討にあたり、検討対象範囲を大学が一般的に共通に有している「学部・大
学院の施設及び設備」とした。

 下記施設及びそれら施設に設置・使用されている設備は検討対象外としている。
・ 附属病院、附属学校
・ 組織体制上、学部・大学院から独立した研究センター（例：先進科学センター）
・ 大学の経営や運営に係るいわゆる間接部門（例：事務棟。ただし、各学部・大学院に個別に設置されてい
る事務部門は評価対象。）

・ 複数の学部・大学院横断で使用される共用施設（例：大学会館、図書館）
・ その他施設（例：体育施設、サークル会館）
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［ご意見への回答］
 現状の省エネ法では、ベンチマークの達成を目指すだけでなく、工場等判断基準の【基準部分】お
よび【目標部分】において工場等単位でエネルギー使用の合理化に努めるよう規定し、評価対象
外の部分も含めて、管理標準の設定状況等の省エネ取組状況を毎年の定期報告で報告いただ
くこととしている。

 また、省エネ法第６条において、経済産業大臣は「エネルギーの使用の合理化の適格な実施を
確保するため必要があると認めるとき」は、事業者に対して指導及び助言を行うことができるとさ
れており、 「評価対象施設の省エネだけ頑張ればよい」ということではない。

 ベンチマーク達成事業者についても、大学全体のエネルギー消費原単位１％の改善状況や省エ
ネ取組状況について、モニタリングしていく。

 制度開始の際は、文部科学省で指導・助言の一環として作成している「大学等における省エネル
ギー対策の手引き及び事例集」も活用し、大学全体の省エネ促進につながる発信を行う。
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工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準（平成２１年経済産業告示第６６号）

Ⅰ エネルギーの使用の合理化の基準（基準部分）
Ⅰ－１ 全ての事業者が取り組むべき事項

工場又は事務所その他の事業場（以下「工場等」という。）においてエネルギーを使用して事業を行う者（以 下「事業者」とい
う。）は燃料並びに熱及び電気の合計のエネルギーの使用の合理化を図るため、燃料並びに熱及び電気の特性を十分に考慮す
るとともに、その設置している工場等（連鎖化事業者については、当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している
当該連鎖化事業に係る工場等（以下「加盟している工場等」という。）を含む。）全体を俯瞰し、次の(１)～(８)に定める取組
を行うことにより、適切なエネルギー管理を行うこと。

Ⅱ エネルギーの使用の合理化の目標及び計画的に取り組むべき措置（目標部分）

事業者は、上記Ⅰに掲げる諸基準を遵守するとともに、その設置している工場等におけるエネルギー消費原単位及び電気の需要
の平準化に資する措置を評価したエネルギー消費原単位（以下「電気需要平準化評価原単位」という。）を管理し、その設置し
ている工場等全体として又は工場等ごとにエネルギー消費原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的にみて年平均１
パーセント以上低減させることを目標として、技術的かつ経済的に可能な範囲内で、１及び２に掲げる諸目標及び措置の実現に
努めるものとする。

また、別表第５に掲げる事業におけるエネルギーの年度（４月１日から翌年３月31日までをいう。）の使用量が原油換算 エ
ネルギー使用量の数値で1,500キロリットル以上である者は、同表に掲げる指標を向上又は低減させるよう努めるものとし、その際、
各工場等における状況を把握しつつ、技術的かつ経済的に可能な範囲内において、中長期的に当該指標が同表に掲げる水準と
なることを目指すものとする。

（参考）工場等判断基準における関連規定の一部抜粋
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エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）

（事業者の判断の基準となるべき事項等）
第五条 経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに
エネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギー
を使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
（以下略）

（指導及び助言）
第六条 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な
実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項に規定す
る判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において
電気を使用して事業を行う者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指
導及び助言をすることができる。

（参考）省エネ法の一部抜粋

〔前スライドの判断の基準に係る告示〕
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（参考）評価対象外の部分を含む省エネ取組状況の定期報告について
 毎年の定期報告では、以下の様式にて大学全体の省エネ取組状況に関する報告を受
けている。

(4)受変電設備、ＢＥＭＳ

(5)発電専用設備、コージェネレーション設備

(6)事務用機器、民生用機器

(7)業務用機器

(8)その他
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（参考） 「大学等における省エネルギー対策の手引き及び事例集」の一部抜粋

BM評価対象外の施設
（附属校など）含む全体
が規制対象
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（参考） 「大学等における省エネルギー対策の手引き及び事例集」の一部抜粋
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（参考） 「大学等における省エネルギー対策の手引き及び事例集」の一部抜粋

体育館・武道場の
省エネ事例紹介

図書館の
省エネ事例紹介
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